
相続・贈与・事業承継が専門です。

節税目的での養子縁組について裁判がありました。
判決はどうなりましたか？

相続により不動産を共有持分で取得しました。
分筆等をして持分を分割すると税金はかかりますか？
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真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

今月のお知らせ

※ 前号（No.131 平成29年2⽉号）の解答は【代】でした。

①安→□ ②⼀→□
③□→番 ④□→⾷ の4つの⼆字熟語が出来ます。
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お客様各位 平成２９年３月吉日
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養⼦縁組には「特別養⼦縁組」と「普通養⼦縁組」の２つの⽅法があります。

「特別養⼦縁組」とは養⼦になった者と実親との親⼦関係が法律上消滅します。

それに対して「普通養⼦縁組」は縁組により養⼦先の親と法律上は親⼦関係になる
が、実親との親⼦関係は消滅することはありません。

次の4項⽬については、法定相続⼈の数を基に計算しますので、養⼦縁組すること
によって、法定相続⼈の数が増えるため節税効果があります。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) ⽣命保険⾦の⾮課税限度額
(3) 死亡退職⾦の⾮課税限度額
(4) 相続税の総額の計算

⺠法上は養⼦の数は制限されていませんが、相続税法では法定相続⼈の数に制限が
あります。被相続⼈に実の⼦供がいる場合は⼀⼈まで、被相続⼈に実の⼦供がいな
い場合は⼆⼈までとなります。

被相続⼈の財産は、被相続⼈から⼦、⼦から孫と順を追って相続する流れが通常で
ありますが、被相続⼈の意思でどうしても孫に財産を直接相続させたいという場合
には、孫を養⼦にすることも有効であります。

但し、相続税の計算では1親等の⾎族および配偶者以外は
相続税の計算では2割加算が規定されています。

養⼦も実⼦も相続⼈として同じ⽴場になるため、
相続⼈の合意が必要となる遺産分割で協議が難航する恐れがあります。

節税⽬的であっても養⼦縁組とは無効とならない判決が出ましたので、
養⼦縁組については家族間の事情を考慮して検討しては
いかがでしょうか。

01 今月のトピックス

節税目的で養子縁組を行っても無効にはならない
と最高裁判決が出されました。

節税目的での養子縁組について裁判がありました。判決
はどうなりましたか？ Q

共有物分割については所得税等は課税されません。

相続により不動産を共有持分で取得しました。
分筆等をして持分を分割すると税金はかかりますか？
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相続が発⽣し、うまく遺産分割協議が整わず不動産を共有持分で取得する
場合があります。⻑男Aと次男Bが⼀つの⼟地を1/2ずつ共有持分で相続するようなケース
がこれに該当します。
兄弟が仲良く共有のまま持ち続けている分には問題がありません。
しかし、共有で取得してしまうと、その財産を売却したりする際には共有者全員の合意が
必要になる他、様々な制約があります。上記のケースでは、⻑男Aと次男Bの意思がまと
まらず、共有物分割を⾏うことになりました。実際に⻑男Aと次男Bが⼟地を分割した場
合、税⾦はどうなるのでしょうか︖

【共有物分割の図式】

02 連載！不動産に係る税務

（１）所得税（所得税基本通達33-1の6）
『共有に係る⼀の⼟地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割
による⼟地の譲渡はなかったものとして取り扱う』
⻑男Aと次男Bが1/2ずつ共有している⼟地を、1/2ずつに分割したときは⼟地の譲渡はな
かったものとなるので譲渡所得税などの課税関係は⽣じてきません。
共有物分割は持分に応ずる権利が集約されたに過ぎず、資産の譲渡による収⼊（値上が
り益）があったとはみられません。

（２）不動産取得税
共有物分割による取得には、課税されません。 (ただし分割前の持ち分
を上回る部分の取得があった場合には対象となります。)

不動産の共有は将来に問題を残す可能性がありますので
このような⽅法により早期に解決する必要があります。


